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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
（
案
）

第
一

育
児
休
業
基
本
給
付
金
の
支
給
対
象
の
改
正

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
の
一
歳
に
達
し
た
日
後
の
期
間
に
つ
い
て

休
業
す
る
こ
と
が
雇
用
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一

申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
が
一
歳

に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
っ
て
い
る
配
偶
者
で
あ
っ
て
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い

て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

死
亡
し
た
と
き
。

（一）

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
な

（二）
っ
た
と
き
。

婚
姻
の
解
消
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
配
偶
者
が
申
出
に
係
る
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

（三）

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後
八
週
間
を
経

（四）
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過
し
な
い
と
き
。

第
二

期
間
雇
用
者
の
取
扱
い

労
働
契
約
の
期
間
、

期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
に
係
る
育
児
休
業
基
本
給
付
金
及
び
介
護
休
業
給
付
金
に
つ
い
て
、

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
更
新
の
見
込
み
、
被
保
険
者
が
そ
の
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
等
か
ら
み
て

、
休
業
終
了
後
相
当
期
間
の
雇
用
の
継
続
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


